
　　平成２３年１１月３０日（水）午後２時 玉名市福祉センターＢ会議室
　に招集した。

１．本日の出席委員は、次のとおりである。

１番　寺田　誠一 ２番　東　　令佐 ３番　西川　英文 ４番　三原　一男

５番  星野    泉 ９番　奥村  隆一

12番　本田多美子 13番　丸山　近信 14番　田尻　敏夫

15番  西木 美津子 16番　河野　征史 17番　取本　一則 18番　粟田　　稔

19番　田上  　一 21番  堀本  義寛 22番  小路  修三

23番  木村    勝 25番　柴原　　豊 26番  松下  善伸 27番　杉本　征子

28番　松村　毅一 29番　小澤　一成 30番　中尾　新一 31番　塚本眞由美

32番　田中　正司 33番　岡本　大助 34番　早髙　義德 35番　平野　和昭

36番  藤川  賢一 37番　石本  和成 38番　小田　　募

１．本日の欠席委員は、次のとおりである

８番　永田  達三 24番  吉田  道子

１．傍聴者数は、次のとおりである。

　０　名

１．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　永井 正治 次長　西村　則義 主任　宮田 正文 主査 西山 美和

主任　清田 静香

１．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

　1　名

議　題

第６８号 農地の所有権移転許可申請について（３条許可分）

第６９号 農地の賃貸借権設定許可申請について(３条許可分)

第７０号 農地の使用貸借権設定許可申請について（３条許可分）

第７１号 農地の転用許可申請について（４条許可分）

第７２号 農地の転用許可申請について（５条許可分）

第７３号 農用地利用集積計画の決定について

11番　嶋田  清人

20番　原口　邦弘

平成２３年第１１回玉名市農業委員会総会議事録

７番　島村  隆雄６番　永田　知博

10番　坂西　孝之



報　告

第２９号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）

第３０号 農地の形状変更届について
第３１号 許可不要転用届について
第３２号 許可書返納届について
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１．開 会 

○事務局長（永井正治君） 皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、農業委員会

総会を開会したいと思います。 

現在の出席委員は３８名のうち、永田達三委員、嶋田委員、吉田委員３名の方か

ら欠席の届け出が出ております。３５名の出席でございますので、玉名市農業委員

会会議規則第６条の規定によりまして会議は成立しております。 

ただいまから、平成２３年第１１回の玉名市農業委員会総会を開会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（永井正治君） まず、寺田会長よりご挨拶をいただきまして、引き続き会

議規則第４条により議長をお願いし、進行していただきます。よろしくお願いしま

す。 

○会長（寺田誠一君） 皆さんこんにちは。非常にお忙しい中ご出席をいただきまして、

ありがとうございました。ここ数日急に寒くなって、師走を迎えるところというふ

うに思っておりましたころ、ここ２～３日は急にまた１０月のような天気に戻り、

作物も人間のほうも、急に体感と暑さというようなことで、交互に繰り返して、非

常に体調あるいはまた作物も異変を起こすというふうな状況で、今年の作物にはあ

と冬作に向けて相当影響が出てくるんじゃないかと非常に心配しておるものでござ

います。少しでも早く冬の気候に戻って安定した作物がとれることを期待したいと

思います。 

それでは、早速でありますが、議事に入りたいと思います。本日の議案は、議第

６８号より議第７３号までの１２３件と、報告２６件が提案されております。慎重

なる審議よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

３．議事録署名委員指名 

○会長（寺田誠一君） 本日の議事録署名委員は、２３番木村委員と２５番柴原委員に

お願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（寺田誠一君） それでは、議事に入ります。議第６８号、農地法第３条、農地

の所有権移転許可申請についてを議題といたします。７番の申請者が農業委員本人

となっており、農業委員会第２４条及び農業委員会規則１０条の規定に基づく議事

参与の制限により退席をお願いいたします。 

           ― １９番 田上 委員 退席 ― 
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○事務局長（永井正治君） それでは、議案の１ページをお願いいたします。 

議第６８号、農地の所有権移転許可申請について。農地法第３条第１項の規定に

よる下記農地の所有権移転許可申請について許可するものとする。平成２３年１１

月３０日提出、玉名市農業委員会会長、寺田誠一。 

１番、熊本市と天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑５０６㎡を、甥へ贈与

するものです。 

２番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の田１,０２０㎡を、労力不足と規

模拡大による売買です。 

３番、築地の申請人で、申請物件が築地の畑９８㎡を、子へ贈与するものです。 

４番、築地の申請人で、申請物件が築地の樹園地２,０６１㎡他４筆、計５,００

０㎡を、子へ贈与するものです。 

５番、南関町と三ツ川町の申請人で、申請物件が三ツ川の田８５９㎡を、相手方

の要望と耕作便利による売買です。 

６番、天水町と玉名の申請人で、申請物件が横島町の畑４３４㎡を、甥へ死因贈

与するものです。この死因贈与とは、自分が死んだらこの土地を贈与するという約

束で、贈与する人の死亡によって効力が発生する贈与契約をすることです。形とし

ては贈与になりますが、相続税の上では、相続税財産を受け継いだものと同じ扱い

になり、贈与税でなく相続税の対象となるものです。遺言書はなくても遺言と同じ

ような効果を持つものです。 

７番、福岡県中間市と岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の畑３１７㎡を、農

業廃止と規模拡大による売買です。 

８番、岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の田１,６９４㎡を、経営縮小と規

模拡大による売買です。 

９番、岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の田１７７㎡他１筆、計７７４㎡を、

労力不足と規模拡大による売買です。 

以上、９件、１万７０２㎡をご提案申し上げております。農地法第３条第２項各

号の禁止規定に照らし、申請内容を審査しました。取得後のすべての農地を利用す

ること、機械、労働力、技術、地域との関係などにても問題ないこと、下限面積要

件も超えていることから、許可要件のすべてを満たしていると判断しましたので、

ご提案いたしました。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（寺田誠一君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次、農業委員説明を

お願いいたします。 

１番、２番について、ご説明をお願いいたします。 

○３３番（岡本大助君） １番、２番を続けて説明していきたいと思います。 
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１番におきましては、甥への贈与ということでございます。土地も隣接をしてお

りまして、譲渡人は熊本のほうで商売で、また住宅も構えておられますので、こう

いうふうな甥への贈与ということでございます。 

２番におきましては、譲渡人が労力不足ということで、これもお互いの農地が隣

接しておりまして、渡人の方は数年前より耕作は放棄しておられましたので、労力

不足と規模拡大ということでございます。 

１番、２番とも許可相当と判断をいたします。 

○議長（寺田誠一君） 次に、３番、４番、関連がございますので、続けてお願いしま

す。 

○３番（西川英文君） ３番、４番につきまして説明いたします。これは、３番、４番

とも、親子関係でございます。将来の後継者として自覚するようにという意味合い

も込めて、父親から息子に、また母親から息子にということだそうですので、許可

相当と判断いたしました。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、５番。 

○１６番（河野征史君） この方は相手方の要望によりまして耕作便利のためにと理解

いたします。何の問題もありませんので許可相当と判断しました。 

○議長（寺田誠一君） 次、６番。 

○１５番（西木美津子君） 譲渡人が死亡後に、譲受人の甥に法的な死因贈与契約書が

作成してありました。畑には柚子とかカボス、ネーブル、他の雑多なのを植えてい

て、消毒、草刈りなどはこの他でしていることです。許可相当と判断いたしました。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、７番。 

○２３番（木村 勝君） 譲渡人はご覧のとおり、福岡県の中間市というところで、非

常に遠いところに住んでおられまして、受人のほうのすぐ裏の土地でございますの

で、許可相当と判断いたしました。 

○議長（寺田誠一君） 次、８番。 

○１８番（粟田 稔君） ８番の件につきましては、Ｍ氏から、Ｋ氏への譲り渡しとい

うことで、Ｍ氏のほうは高齢者であり、またＫ氏の方は後継者として３年前会社を

退職し、就農されたということで、張り切って農業を継いでいきたいということで、

特別問題はないと判断し、許可相当と判断いたしました。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、９番。 

○２３番（木村 勝君） 譲渡人はご覧のとおり、譲渡人はやがて８０歳になられまし



－   － 4

て、労力不足ということでございますので、規模拡大の方に土地を譲るということ

でございまして、許可相当と判断いたしました。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 担当委員の説明が終わりました。他にご意見、ご質問ございま

せんか。 

はい、どうぞ。 

○２７番（杉本征子君） ６番について、この方は下限面積以下で、議第６９号で規模

拡大をされますが、まだ６９号で可決になるかどうかも分かりませんので、この段

階で可決というのはいかがなものかと思いますので、議第６９号の５番が可決した

ならばこちらも可決するということはいかがでしょうか。 

○議長（寺田誠一君） 発言のとおり処理をしたいと思います。 

○２７番（杉本征子君） はい。 

○議長（寺田誠一君） 他にございませんか。 

(なしの声) 

○議長（寺田誠一君） それでは、他にご質問、ご意見もないようでございますので、

採決に移ります。 

農地法第３条、農地の所有権移転許可申請について、原案どおり決定することに

異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○ 議長（寺田誠一君） 異議がないものと認め、議第６８号は許可することに決定を

いたします。 

            ― １９番 田上 委員 入室 ― 

続きまして、議第６９号、農地法第３条農地の賃貸借権設定許可申請についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第６９号、農地の賃貸借権設定許可申請について。農地

法第３条第１項の規定による下記農地の賃貸借権設定許可申請について許可するも

のとする。平成２３年１１月３０日提出、玉名市農業委員会会長、寺田誠一。 

１番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田２,０６５㎡他４筆、計６,２６

０㎡を、労力不足と規模拡大により、平成２３年１２月１日から５年間の契約をす

るものです。 

２番、岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の田３３３㎡他３筆、計４,１３５

㎡を、農業廃止と相手方の要望により、平成２３年１２月１日から５年間の契約を

するものです。 

３番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田６,２５５㎡を、労力不足と規
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模拡大により、平成２３年１２月１６日から５年間の契約をするものです。なお、

備考欄に再設定と記載しておりますが、これは前回認定農業者として基盤強化法に

よる賃貸借権の設定を受けられておりましたが、今回認定農業者の認定を受けてお

られないため、農地法での賃貸借権の設定となりますので、このように再設定とし

て記載しております。以下も同様でございます。 

４番、下小田の申請人で、申請物件が山部田の田７１２㎡を、労力不足と相手方

の要望により、平成２３年１２月２７日から５年間の契約をするものです。 

５番、大倉と玉名の申請人で、申請物件が向津留の田８,０６８㎡を、労力不足

と規模拡大により、平成２３年１１月３０日から５年間の契約をするものです。 

６番、滑石の申請人で、申請物件が滑石の田９１２㎡を、労力不足と相手方の要

望により、平成２３年１２月２７日から５年間の契約をするものです。 

７番、滑石の申請人で、申請物件が滑石の田９６５㎡他３筆、計３,８５９㎡を、

労力不足と相手方の要望により、平成２３年１２月２７日から５年間の契約をする

ものです。 

８番、青木の申請人で、申請物件が青木の田５５９㎡他１筆、計１,１８９㎡を、

労力不足と相手方の要望により、平成２３年１２月２７日から５年間の契約をする

ものです。 

９番、河崎の申請人で、申請物件が秋丸の田１,１８７㎡を、労力不足と相手方

の要望により、平成２３年１２月２７日から５年間の契約をするものです。 

以上、９件、３万２,５７７㎡をご提案申し上げております。農地法第３条第２

項各号の禁止規定に照らし、申請内容を審査しました。取得後のすべての農地を利

用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などにて問題ないこと、下限面積

要件も超えていることから、許可要件のすべて満たしていると判断しましたので、

ご提案いたしました。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（寺田誠一君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次担当委員の説明を

お願いいたします。 

○３０番（中尾新一君） 貸人は自営業をしていますので、労力不足ということです。

借人は本業は建設業ですが、今規模拡大をして米作りに励んでおられます。後継者

もいますので、許可相当と判断します。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、２番。 

○１９番（田上 一君） 貸人の方は、前回の借人といろいろ問題がありましたので、

中に入って私がお世話したわけですけど、農業廃止というのは、アパート経営して

おられるから、もう百姓はせんということです。それで、借人のほうにお世話をし
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たわけですが、借人のほうは後継者もおって農業を立派にやっておられるので、別

に問題はありません。 

○議長（寺田誠一君） 次、３番。 

○２８番（松村毅一君） 申請物件には仮地番ということを作ってありますが、これは

ただいま基盤整備中でありますので、このようになっています。貸人の方の労力不

足と借人の方の規模拡大ということでございまして、何ら問題はありません。許可

相当と判断いたします。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、４番。 

○１４番（田尻敏夫君） 貸人は労力不足といいますか、農業を実際にはしておられま

せんで、以前は他の人に耕作してもらっていましたが、その方が耕作しないという

ことなので、今回の借人のほうに依頼したところ、耕作を了解されましたので、今

回の申請になりました。何の問題もなく許可相当と判断いたしました。 

○議長（寺田誠一君） 次、５番。 

○１５番（西木美津子君） 貸人は労力不足で、借人は規模拡大です。６８番と同じ人

ですけど、許可相当と判断しました。 

○議長（寺田誠一君） 次、６番。 

○５番（星野 泉君） ６番と７番を説明いたします。この土地には借人の方がハウス

を建てて現在もイチゴを作っておられますので、許可相当と判断いたしました。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、８番。 

○１６番（河野征史君） 再設定でございまして、何も問題ありません。許可相当と判

断しました。 

○議長（寺田誠一君） 次、９番。 

○３番（西川英文君） 貸人の方が今病気入院中だそうですので、再設定ではございま

すけれども、借人の方は労働力は２人と、休みに子どもが手伝うということで、許

可相当と判断いたしました。 

○議長（寺田誠一君） 担当委員の説明が終わりました。他にご意見、ご質問ございま

せんか。 

(なしの声) 

○議長（寺田誠一君） 他にご意見、ご質問ないようですので、採決に移ります。 

農地法第３条、農地の賃貸借権設定許可申請について、原案どおり決定すること

に異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 
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○議長（寺田誠一君） 異議がないものと認め、議第６９号は許可することに決定いた

しました。 

次、議第７０号、農地法第３条、農地の使用貸借権設定許可申請についてを議題

といたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議案の７ページをお願いします。 

議第７０号、農地の使用貸借権設定許可申請について。農地法第３条第１項の規

定による下記農地の使用貸借権設定許可申請について許可するものとする。平成２

３年１１月３０日提出、玉名市農業委員会会長、寺田誠一。 

１番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の田３,２０４㎡を、農業者年金受

給に伴う再設定で、平成２３年１２月１日から１０年間契約をするものです。 

２番、天水町と築地の申請人で、申請物件が伊倉南方の田９１４㎡他１０筆、計

１万１,０７１㎡を、農業者年金受給に伴う後継者変更で、平成２３年１１月３０日

から１０年間契約をするものです。 

３番、横島町の申請人で、申請物件が大浜町の田３,３３５㎡を、農業者年金受

給に伴う再設定で、平成２３年１２月１日から２０年間契約をするものです。 

４番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑８４７㎡他１４筆、計１万２,

１３２㎡を、農業者年金受給に伴う再設定で、平成２３年１２月１日から２０年間

契約をするものです。 

５番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑２,１２２㎡他４筆、計５,０４

９㎡を、農業者年金受給に伴う再設定で、平成２３年１２月１日から１０年間契約

をするものです。 

６番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑４９０㎡他１４筆、計１万１１

０㎡を、農業者年金受給に伴う再設定で、平成２３年１２月１日から１０年間契約

をするものです。 

７番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑９４０㎡他８筆、計８,２８２

㎡を、農業者年金受給に伴う再設定で、平成２３年１２月１日から１０年間契約を

するものです。 

８番、小島の申請人で、申請物件が小島の田２,８８１㎡他７筆、計１万３,０５

７㎡を、農業者年金受給に伴う再設定で、平成２４年１月１日から１０年間契約を

するものです。 

９番、福岡市と横島町の申請人で、申請物件が横島町の田４,１２９㎡を、労力

不足と相手方の要望により、平成２３年１２月１６日から１０年間契約をするもの

です。 

１０番、天水町の申請人で、申請物件が大倉の畑７７０㎡他１６筆、計１万９,
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２２８㎡を、農業者年金受給に伴う再設定で、平成２３年１２月１５日から２０年

間契約をするものです。 

１１番、小島の申請人で、申請物件が小島の田６,９６１㎡他１１筆、計１万３,

２９３㎡を、農業者年金受給に伴う再設定で、平成２４年１月１日から１０年間契

約をするものです。 

１２番、天水町の申請人で、申請物件が青野の畑５,０２８㎡他２１筆、計１万

３,５３３㎡を、農業者年金受給に伴う再設定で、平成２３年１２月１日から１０年

間契約をするものです。 

１３番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の畑３,４３８㎡を、農業者年金

受給に伴う再設定で、平成２３年１２月１日から１０年間契約をするものです。 

１４番、大浜町と中の申請人で、申請物件が大浜町の田７２８㎡他４筆、計９,

２９５㎡を、農業者年金受給に伴う後継者変更で、平成２３年１１月３０日から３

０年間契約をするものです。 

１５番、横島町の申請人で、申請物件が横島町の畑４０４㎡を、相続により取得

したものを農業者年金受給のため、平成２３年１２月１日から２０年間契約をする

ものです。 

１６番、滑石の申請人で、申請物件が滑石の田１,００９㎡を、農業者年金受給

に伴う再設定で、平成２３年１１月３０日から１０年間契約をするものです。 

１７番、岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の田８３１㎡を、労力不足と相手

方の要望により、平成２３年１２月１日から１０年間契約をするものです。 

１８番、岱明町、荒尾市、京都府と岱明町の申請人で、申請物件が岱明町の田１,

３１８㎡他１筆、計１,８１９㎡を、労力不足と相手方の要望により、平成２３年１

２月１日から１０年間契約をするものです。 

１９番、天水町の申請人で、申請物件が天水町の畑５５３㎡他６筆、計９,５６

１㎡を、農業者年金受給に伴う再設定で、平成２３年１２月１０日から２０年間契

約をするものです。 

以上、１９件、１４万２,７８０㎡をご提案申し上げております。農地法第３条

第２項各号の禁止規定に照らし、申請内容を審査しました。取得後のすべての農地

を利用すること、機械、労働力、技術、地域との関係などでも問題ないこと、下限

面積要件も超えていることから、許可要件のすべて満たしていると判断しましたの

で、ご提案しました。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（寺田誠一君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次、担当委員の説明

をお願いいたします。 

１番、お願いします。 
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○２７番（杉本征子君） 申請人は親子でありまして、同一世帯であります。農業者年

金受給のための再設定でございますので、許可相当かと思います。 

○議長（寺田誠一君） 次、２番。 

○３４番（早髙義德君） 使用貸人と使用借人は祖父と孫の関係でありまして、農業者

年金受給のための設定でございます。許可相当と判断いたしました。 

○議長（寺田誠一君） 次、３番。 

○２５番（柴原 豊君） 貸人と借人は親子関係で、農業者年金受給のための再設定で

あり、許可相当と判断いたしました。以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、４番。 

○３３番（岡本大助君） これも農業者年金受給ということで、再設定でございます。

何もなく、許可相当と判断いたします。 

○議長（寺田誠一君） 次、５番。 

○３８番（小田 募君） ５番と１２番を説明いたします。どちらとも、同居の親子関

係です。農業者年金受給のためですので、許可相当と判断いたします。 

○議長（寺田誠一君） 次、６番お願いします。 

○３３番（岡本大助君） ６番、７番、続けていきたいと思います。 

これも農業者年金受給ということで、再設定でございます。７番につきましては、

番地が違いますけれども、４世代おられますのでちょっと手狭ということで、距離

的には１５０ｍくらい離れたところに住んでおられます。許可相当と判断いたしま

す。 

○議長（寺田誠一君） 次、８番。 

○９番（奥村隆一君） 親子で同居で、再設定でございます。問題ありません。 

○議長（寺田誠一君） 次、９番。 

○２９番（小澤一成君） 貸人は労力不足ということで、借人は相手方の要望というこ

とで、何ら問題ありません。許可相当です。 

○議長（寺田誠一君） 次、１０番。 

○３２番（田中正司君） これも親子でございまして、農業者年金受給ということで、

再設定ということで、許可相当です。 

○議長（寺田誠一君） 次、１１番。 

○９番（奥村隆一君） 親子で同居で、再設定です。許可相当と判断します。 

○議長（寺田誠一君） 次、１３番。 

○２８番（松村毅一君） 貸人と借人は親子関係でございまして、農業者年金受給のた

めの再設定でございます。許可相当です。 

○議長（寺田誠一君） 次、１４番。 
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○７番（島村隆雄君） 親子であり、農業者年金受給でございますので、何ら問題ない

かと思います。許可相当と判断します。 

○議長（寺田誠一君） 次、１５番。 

○３０番（中尾新一君） これは、親子関係で、農業者年金受給のための設定でござい

ますので、許可相当と判断します。 

○議長（寺田誠一君） 次、１６番。 

○４番（三原一男君） 親子関係で、農業者年金受給のための再設定でございますので、

何の問題もありません。許可相当と判断いたします。 

○議長（寺田誠一君） 次、１７番。 

○１９番（田上 一君） １７番、１８番を説明します。貸人、借人、両方とも労力不

足で、耕作もできる人たちではありませんので、借人のほうが引き受けられたとい

う状況です。そうことで、無償でいいので作ってくれということで要望があったと

聞いております。何も問題はありません。 

○議長（寺田誠一君） 次、１９番。 

○３２番（田中正司君） これも農業者年金受給ということでございます。再設定でご

ざいます。許可相当です。 

○議長（寺田誠一君） 担当委員の説明が終わりました。他にご質問、ご意見ございま

せんか。 

(なしの声) 

○議長（寺田誠一君） 他にご質問、ご意見ないようですので、採決に移ります。 

農地法第３条、農地の使用貸借権設定許可申請について、原案どおり決定するこ

とに異議のない方、挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（寺田誠一君） 異議がないものと認め、議第７０号は許可することに決定いた

しました。 

次に、議第７１号、農地法第４条、農地の転用許可申請についてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第７１号、農地の転用許可申請について。農地法第４条

第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平

成２３年１１月３０日提出、玉名市農業委員会会長、寺田誠一。 

１番、申請物件が天水町の田３７４㎡で、転用目的が貸住宅です。農地区分は住

宅の連担する地域に近接する区域内に存在する農地で、第２種農地に該当し、申請

地の他に適当な代替地がないものと判断しています。 

以上、１件３７４㎡をご提案申し上げております。申請内容を農地転用許可基準
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すべての項目ごと適用するか否か審査いたしました結果、いずれも不都合がないも

のと判断し、ご提案いたしております。地元農業委員さん同道の上、現地調査を行

っておりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（寺田誠一君） それでは、担当委員さんからの説明をいただきますけれど、こ

れには始末書が添付されていますので、事務局から始末書の朗読をお願いいたしま

す。 

○事務局（宮田正文君） ― １番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（寺田誠一君） ただいま始末書が朗読されました。この件について、地元委員

さんからのご説明をお願いいたします。 

○３１番（塚本眞由美君） 今始末書の朗読のとおりです。申請人は当時大阪に住んで

おられまして、さっきの話で亡くなったお兄さんが手続き等を一任しており、今回

申請地に宅地を増築されたものです。これは貸家になっておりますけれども、妹さ

んのために造られたものです。給排水はもう申請人さんのをそのまま利用されると

いうことで、今の申請地の家の本当隣の面積もこの３７０㎡ですけど、私たちが立

ち会いで現場に、田中委員、事務局と現地調査に行ったところ、ああ、本当ここは

宅地であるべきだなというところと思いました。それで田中委員とか相談しました

結果、許可相当と判断いたしました。 

○議長（寺田誠一君） ただいま事務局あるいは担当委員のほうからご説明がございま

したけれど、この件については他に皆様方のご質問、ご意見ございませんでしょう

か。よろしゅうございますか。 

(はいの声) 

○議長（寺田誠一君） 他に意見がないようでございますので、採決に移らせていただ

きます。 

農地法第４条、農地の転用許可申請について、原案どおり許可相当と意見決定す

ることに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（寺田誠一君） 異議がないものと認め、議第７１号は許可相当と意見決定する

ことに決定いたしました。 

続きまして、議第７２号、農地法第５条、農地の転用許可申請についてを議題と

いたします。事務局の説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第７２号、農地の転用許可申請について。農地法第５条

第１項の規定による下記農地の転用許可申請について意見決定するものとする。平

成２３年１１月３０日提出、玉名市農業委員会会長、寺田誠一。 

１番、親子関係の使用貸借で申請物件が、築地の畑４８２㎡で、転用目的が二階
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建て３棟の貸家でございます。農地区分は住宅の連担する地域に近接する農地で、

第２種農地に該当し、申請地の他に適当な代替地がないものと判断しております。 

２番、この物件は、報告第３２号許可書返納届の１番との関連でございます。こ

の案件は、平成２３年５月に個人住宅及び事務所建設ということで５条申請され、

６月に許可されたものですが、事務所の賃貸契約の関係上、平成２８年７月の期間

満了まで退去できないということとなったため、今回、許可書を返納され、改めて

個人住宅分だけを再度申請されるものでございます。申請物件が松木の田４３９㎡

で、転用目的が個人住宅です。農地区分は、都市計画法に規定する用途区域内の農

地で、第３種農地と判断しております。 

３番、賃貸借での申請で、申請物件が中の畑３３０㎡で、転用目的が１４台分の

貸駐車場です。農地区分は、都市計画法に規定する用途区域内の農地で第３種農地

と判断しております。 

４番、申請物件が伊倉北方の畑４０４㎡で、転用目的が個人住宅です。農地区分

は、農業公共工事の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地

に該当し、申請地の他に適当な代替地がないものと判断しております。 

５番、親子間での使用貸借で、申請物件が大倉の畑４７３㎡他１筆、計４９６㎡

で、転用目的が個人住宅です。農地区分は、都市計画法に規定する用途区域内の農

地で、第３種農地と判断しています。 

６番、夫婦間での使用貸借で、申請物件が伊倉北方の畑４２１㎡で、転用目的が

個人住宅です。農地区分は住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に該

当し、申請地の他に適当な代替地がないものと判断しております。 

７番、申請物件が三ツ川の畑８０㎡で、転用目的が宅地拡張です。農地区分は中

山間地域に存在する農地で、第２種農地に該当し、申請地の他に適当な代替地がな

いものと判断しております。 

８番、申請物件が田崎の畑３４０㎡で、転用目的が個人住宅です。農地区分は中

山間地域に存在する農地で、第２種農地に該当し、申請地の他に適当な代替地がな

いものと判断しております。 

９番、親子間での使用貸借で、申請物件が岱明町の田６０２㎡で、転用目的が個

人住宅です。農地区分は上下水道管が埋設された道路沿い、かつ岱明中学校から約

２４０ｍ、岱明幼稚園から約４００ｍに所在する農地で、第３種農地と判断してお

ります。 

１０番、申請物件が岱明町の畑４６２㎡で、転用目的が個人住宅です。農地区分

は住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に該当し、申請地の他に適当

な代替地がないものと判断しております。 
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１１番、申請物件が伊倉南方の畑４０１㎡で、転用目的が個人住宅です。農地区

分は住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に該当し、申請地の他に適

当な代替地がないものと判断しております。 

１２番、申請物件が立願寺の宅地、登記地目は畑でございます。４３４㎡で、転

用目的が個人住宅です。農地区分は都市計画法に規定する用途区域内の農地で、第

３種農地と判断しております。 

１３番、申請物件が立願寺の畑３９㎡で、転用目的が宅地拡張です。農地区分は

都市計画法に規定する用途区域内の農地で、第３種農地と判断しております。 

１４番、申請物件が片諏訪の畑３３２㎡で、転用目的が個人住宅です。農地区分

は住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に該当し、申請地の他に適当

な代替地がないものと判断しております。 

１５番、申請物件が天水町の畑４０６㎡で、転用目的が個人住宅です。農地区分

は住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に該当し、申請地の他に適当

な代替地がないものと判断しております。 

１６番、申請物件が築地の畑２２６㎡他３筆、計３４２㎡で、転用目的が個人住

宅及び進入道路です。農地区分は都市計画法に規定する用途区域内の農地で、第３

種農地と判断しております。 

１７番、申請物件が築地の田１２５㎡で、転用目的は進入道路です。農地区分は

都市計画法に規定する用途区域内の農地で、第３種農地と判断しております。 

１８番、申請物件が築地の田４９２㎡他２筆、計１,０４１㎡で、転用目的が宅

地分譲地及び進入道路です。農地区分は都市計画法に規定する用途区域内の農地で、

第３種農地と判断しております。 

１９番、申請物件が築地の畑５０３㎡他３筆、計６１９㎡で、転用目的が宅地分

譲地及び進入道路です。農地区分は都市計画法に規定する用途区域内の農地で、第

３種農地と判断しております。 

ここで、１６番から１９番までは関連がありますので、農業委員さんの説明の前

に、今配付しております資料により関係職員が詳しく中身について説明を行います

ので、よろしくお願いいたします。 

２０番、申請物件が伊倉北方の畑２５７㎡他２筆、計３５２㎡で、転用目的が建

売分譲住宅です。農地区分は住宅の連担する区域に近接する農地で、第２種農地に

該当し、申請地の他に適当な代替地がないものと判断しております。 

以上、２０件、７,９０６㎡をご提案申し上げております。申請内容を農地転用

許可基準すべての項目ごとに適合しているか否か審査いたしました結果、すべて不

都合がないものと判断しましたので、ご提案申し上げております。地元委員さん同
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道の上、現地調査を行っておりますので、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（寺田誠一君） 説明が終わりました。受付番号１番より順次、担当委員の説明

をお願いいたします。 

○３番（西川英文君） １番、２番につきまして説明いたします。１番は、親子での貸

し借りで、築地の２０８号線のバイパスができましたけれども、そこのすぐ横で、

将来住宅地が多く望める場所です。近くを上下水が通っておりますし、それに接続

をすると。それで、二階建ての借家を３戸ほど建てるということで、駐車場はアス

ファルト舗装して側溝に流すということで、許可相当と判断をいたしました。 

２番は、今局長のほうの説明でありましたように、５月の総会で許可を得たとこ

ろで、もう改めて説明する必要はないと思います。許可相当と判断いたしました。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、３番につきましては、始末書が提出されておりますので、

事務局から始末書の朗読をお願いいたします。 

○事務局（宮田正文君） ― ３番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（寺田誠一君） それでは、地元委員の説明をお願いします。 

○３番（西川英文君） ３番について説明いたします。今、事務局から始末書の説明が

ありましたけれども、これは玉名駅の西側です。高層マンションも建っております

けれども、そこの隣接したすぐ近くで、高層マンションを造るための作業車両の駐

車場に許可なくしていたということで、改めてそこを駐車場として利用するという

ことで、今度の申請になったことと思っております。現場を見まして、農地として

の利用価値は非常に低いところですけれども、ここを買うてございます。口頭で十

分厳しく注意をいたしまして、そのようなことがないようにということで、申し上

げました。将来ここに１５台ほどの高層マンションの専用の駐車場にしたいという

ことでありました。下のほうは砕石を敷き、自然浸透という発想だそうです。許可

相当、仕方ないのかなと思っております。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、４番。 

○１０番（坂西孝之君） これは、個人住宅でございまして、現地はかなり段差があり

まして、南側にはもう既に住宅がありまして、南側、西側には土砂流出のためのブ

ロックを建設したいということでございます。なお、雨水は排水溝に流すというこ

とで、汚水は合併浄化槽を設けるということで、何ら問題もなく許可相当と思われ

ます。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、５番。 
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○１２番（本田多美子君） これは親子間の使用貸借で、申請地は国道２０８号線から

直線距離２００ｍほど入ったところでして、今郊外などの住宅用地として住宅が建

設される場所です。以前にもここの隣接地を現地調査しましたが、ちょうどそこの

土地、そのときは妹さん夫婦の住宅が建てられました。その建設地にまた今回申請

されたわけですが、周りはみんなお父さんが栽培されているみかん畑です。給排水

計画につきましては、給水は玉名市上水道、雨水は敷地全体に砂利を敷いて自然浸

透を図る。生活雑排水汚水は合併浄化槽を設ける。敷地周辺にはコンクリートブロ

ックを設置して、敷地全体を砂利にして全敷きにして隣地に雨水が流出しないよう

にするという計画です。近隣農地への悪影響はない、全くないということで、許可

相当と判断します。 

○議長（寺田誠一君） 次、６番。 

○１０番（坂西孝之君） ここもかなり段差がございまして、西側には住宅、北側には

畑がございまして、ここも土砂流出の防止のためということで、ブロックを造ると

いうことでございます。給水は上水道、雨水は自然吸水と側溝に流すということで

ございます。汚水につきましては、合併浄化槽を設けるということであります。 

以上でございますので、何ら問題もなく許可相当と思われます。 

○議長（寺田誠一君） 次、７番。 

○１６番（河野征史君） 受人の方と渡人の方の間に、ここは市道が通っておりまして、

渡人の方の前に樹木が植わっております。そのために宅地拡張として、防犯上、な

かなか目隠しのような樹木がありますので、それを伐採して宅地拡張にされるかと

思います。この件につきましては許可相当と判断いたしました。 

○議長（寺田誠一君） 次、８番。 

○１２番（本田多美子君） 申請地は国道２０８号線から入ってすぐの農面道路沿いに

位置しており、小中学校への通学にもとても便利のよいところで、一戸建て住宅が

進んでいくような土地であります。前回、前々回でここの土地は、現地調査をして

今５件目です。給水方法としては井戸水を使用し、雨水は４ヶ所に浸透枡を設け、

既存側溝に流すように。生活雑排水、汚水は合併浄化槽を設置されます。敷地周囲

には、またコンクリートブロックを設置し、土砂の流出入を図っていきます。近隣

農地への悪影響もないと、全く悪影響ないと思われます。 

以上により、許可相当と判断いたします。 

○議長（寺田誠一君） 次、９番。 

○１９番（田上 一君） 貸人、借人親子関係でありまして、事務局から説明がありま

したとおり、何ら問題はないと思います。ただ、現地調査の結果、左のほうに畑が

ありましてちょっと崖になっておりましたから、できたら石積なり、Ｌ型の側溝な
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りに入れてくれということで、申し伝えているわけですから、かなり約束は守って

くださると信じております。別に問題ありません。 

○議長（寺田誠一君） 次、１０番。 

○２３番（木村 勝君） 申請人は５人家族で、現在夫の家族の、夫の実家に居住して

おられますが、住まいは築４５年近くなっており、老朽化しており、また家族が使

用する車のほうも３台ありまして、１台は道路に少し出さなくてはならないという

ことで、不便を感じておられます。今回申請を出します土地は、玉名工業高校の東

側にありまして、付近は個人住宅、アパートなどが立ち込んでおり、田畑はほとん

どないところであります。給水は市、雑排水は合併浄化槽により処理の上、北側の

側溝に排出するということでございます。被害防除等につきましては、整地を行う

程度でありまして、何も被害はないと考えますが、完成後の付近農地等への影響は

ないと思われますが、万が一生じた場合は、対応者が自己の責任において補償する

とともに、万全の防除対策を講じるということでございますので、許可相当と判断

をいたしました。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、１１番。 

○１０番（坂西孝之君） これもまた個人住宅でございまして、給水は市の上水道を引

き込むということでございます。汚水は合併浄化槽へ接続し、雨水もいったん側溝

へ流すということで、何ら問題なく許可相当と思われます。 

○議長（寺田誠一君） 次、１２番でございますけれども、これには顚末書が添付され

ておりますので、事務局からまず顚末書の朗読をした後、農業委員さんのほうのご

説明をお願いしたいと思います。 

○事務局（宮田正文君） ― １２番の案件について顛末書朗読 ― 

○議長（寺田誠一君） それでは、１２番と１３番について、地元委員からの説明お願

いします。 

○３番（西川英文君） １２番につきまして説明いたします。ただいま顚末書の朗読が

ありましたけれども、これは現場を見た段階で、行政側にも問題があったんではな

いかというふうに判断しております。何回か転用する機会はあったんだろうと思い

ますけれども、それがなされてなかったと思われる節がありますので、この後その

ようなことがないように、これは委員として申し入れをしたいと思います。周辺は

住宅地でございまして、近くに上下水も通っていますし、それに接続するというこ

とで、転用そのものにつきましては、許可相当と判断をいたしました。 

それから１３番でございます。これにつきまして説明いたします。これは、現在

隣接地が住宅建設中でありまして、そこに接続して３９㎡の農地が残っているわけ
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です。それの転用ですけれども、例えば、道路通行権と交換するということで、売

買上は転用ではなくて、３９㎡を今の宅地の人のほうに渡して、その道路を通る権

利をいただくというふうな説明をしていただきましたので、これも許可相当と判断

いたしました。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、１４番。 

○１０番（坂西孝之君） これも個人住宅でございまして、現地は振興住宅地でござい

ます。給水に関しまして上水道は市の上水道から取るということで、排水といたし

ましては、生活雑排水は合併浄化槽を使用し、用水路に流出するということであり

ますので、何ら問題もなく許可相当と思われます。 

○議長（寺田誠一君） 次、１５番。 

○３６番（藤川賢一君） １５番につきましても、個人住宅でございますけれども、こ

の個人住宅が４つに割ってある関係で、今２つとるから、３つ目になるわけです。

それで隣接が全部住宅になっておりますので、何ら問題はないと思います。場所と

いたしましては、小天小学校ご存じと思いますけれども、あそこのちょっと南側で

ございます。住宅には本当に適した場所ではなかろうかと思います。 

それと、給水につきましては、ボーリングを行うということでございます。汚水

につきましては合併浄化槽ということで、隣接もさっき言いましたように住宅がも

う建っておりますので、何ら問題はないと思います。 

○議長（寺田誠一君） 次、１６、１７、１８、１９番、これにつきましては関連がご

ざいまして、非常に現地が図面上輻輳しておりますので、事務局より皆様方に既に

配付されております資料に基づきまして、概要をご説明した後に地元委員さんから

のご意見を聞きたいと思います。 

○事務局（宮田正文君） それでは、１６から１９番につきまして関連がありますので、

事務局から説明させていただきます。今、お手元の資料に１枚用紙の、計画平面図

というＡ４サイズの１枚用紙があると思いますが、皆さんあるでしょうか。 

まず、１６番についてですけれども、こちらは、個人住宅及び進入路の転用目的

でありまして、図面上のほうに、まず５番というところに譲受人さんが家を建てら

れる計画です。それと関連しまして、進入路として、⑥、⑦、⑧、こちらを持分と

して取得される計画です。６番につきましては、こちらが持分が３５分の１５と、

７番につきましては、こちらが持分が３分の１、８番が持分２分の１となっており

ます。こちらが１６番の申請内容になります。 

次、１７番ですけれども、こちらも、譲受人さん、同一人物となっておりまして、

こちらは進入道路ということで、②番のところです。こちらを持分７分の１で取得
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されるものです。これは１７番の説明になります。 

次、１８番になります。１８番につきましては、株式会社さんが取得されて、宅

地分譲地とあと進入道路としての転用目的となっておりますが、１番と３番です、

こちらを宅地分譲地として、持分全部を取得されるものです。この２番につきまし

ては、こちらは持分を７分の６として進入道路として取得されます。こちらが１８

番の説明になっております。 

あと、１９番ですけれども、こちらも株式会社さんが取得されるものということ

で、転用目的が宅地分譲地及び進入道路です。④番につきましては、こちらを宅地

分譲地として取得されるものです。６、７、８につきましては、持分として進入道

路として取得されるもので、６番につきましては、持分３５分の２０、７番につき

ましては持分３分の２、８番につきましては持分２分の１として進入道路として取

得されるものです。以上が１９番の説明になります。 

○議長（寺田誠一君） それでは、続きまして地元委員さんからの説明をお願いいたし

ます。 

○３番（西川英文君） 説明をいたしますけれども、十分事務局のほうから説明があり

ましたので割愛させていただきまして、５番の家が今度建てる、転用のところにつ

きまして説明いたします。ここは、市道、今お手元に地図を見てもらいますと分か

りますように、玉名市道から進入道路を造りますけれども、それに沿って上下水を

埋没すると、各入れるということで、５番のところは上下水は市の上下水に接続と

いうことで、別段、周辺も家が建っておりますし、問題はないと判断いたしており

ますので、許可相当です。 

以上です。 

○議長（寺田誠一君） 次、２０番。 

○１０番（坂西孝之君） ここに書いてありますとおり、建売分譲住宅地でございます。

給水は市の上水道を利用するということです。生活雑排水は合併浄化槽で処理する

ということで、雨水は側溝に落とすということでございまして、何ら問題もなく許

可相当です。 

○議長（寺田誠一君） 担当委員からの説明がすべて終了いたしました。この案件につ

きまして、他にご意見、ご質問、ございませんか。 

○３６番（藤川賢一君） 西川さん、これは場所はどの辺になるんですか。 

○３番（西川英文君） これは図面をこのようにしてみると、こちらのほうが築山小学

校です。小学校の南の方に国道がありますよね。その前のスーパーの南側です。 

○３６番（藤川賢一君） はい、分かりました。 

○議長（寺田誠一君） 他にございませんか。はい、どうぞ。 
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○１７番（取本一則君） １２番は、何か行政にも少し問題があったんじゃないかとい

う話をされたですが、どんな問題があったんですか。 

○議長（寺田誠一君） これは、恐らく私も一緒に。 

○１７番（取本一則君） ここは場所はどこですか。 

○議長（寺田誠一君） 立願寺の警察官舎はご存じですか。 

○１７番（取本一則君） 警察官舎。山田と立願寺から入ったところあたりでしょう。 

○議長（寺田誠一君） そうです。あそこの真ん前にアパートのあるですよね。そこに

作業小屋がもう既にできていた。当時として地籍調査がその間行われているわけで

すから、その地籍調査の時点でもこの問題は十分確認しようとしたらできたはずな

のに、その辺が全然素通りでそのまま農地のままになっていたと。 

○１７番（取本一則君） 地籍調査のときはもう建っていたということですか。 

○議長（寺田誠一君） もう既に建っていたんです。 

○１７番（取本一則君） じゃあ、もう結構長いですよね、建って。えらいしこ経っと

っとですよね。 

○議長（寺田誠一君） はい。だから、私たちも行ってから、何でここまで不法建築を

見逃したんだろうかねと思いました。 

○１７番（取本一則君） 糠峯団地ができる前ぐらいに建てたんでしょうかね。 

○議長（寺田誠一君） でしょうね。 

○２７番（杉本征子君） 今の件ですけれども、行政側へ要望をしていくならばという

ことと受け止めましたが、事務局として、行政のほうに何か、こういうことがない

ように要望書あたりを上げられますか。 

○事務局長（永井正治君） 事務局としては反省しております。会長から言われました

ように現況は宅地ということはもう宅地課税がされておるわけですね。そして地目

が畑というのは当然うちのほうの台帳にもこういう結果というのが表れております

ので、この時点で、本来は対応すべきだったかと思っております。一応うちのほう

としましては、こういう状況のやつがまだまだ数件見受けられますので、事務局と

してはこういう状況の土地については、すべて洗い出しまして、今度現地調査も行

って、転用をするようにといいますか、そういう指導を個々に対応していきたいと

いうふうに考えております。もう、わざわざ要望書を出していただかなくても、う

ちのほうで対応するようにということで、職員で協議しておりますので、そういう

ことでお願いいたしたいと思います。 

○１７番（取本一則君） もうあの付近は全部農用地外ですね。 

○議長（寺田誠一君） そうです。 

○１７番（取本一則君） だけん、三ツ川とか確認申請が要らんところあたりで、自己
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資金出すなら分からんわけだけんですね。確認申請は建築のときだけだけんが。自

己資金で山の中に建てとるなら分からんわけです。だけん、税務課の職員はそうい

うところを徹底して見にいっとるですな。確認申請の取れんとは、三ツ川のところ

あたりは、確認申請は要らんもんだけん。だけん、逆にそういうところを見にいく。 

○議長（寺田誠一君）それでは、議題に戻ります。他にご質問がございませんようでし

たら、採決をとらせていただきたいと思います。 

農地法第５条、農地の転用許可申請について、原案どおり許可相当と意見決定す

ることに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（寺田誠一君） 異議がないものと認め、議第７２号は許可相当と意見決定する

ことに決定いたしました。 

次に、議第７３号、農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。事

務局の説明を求めます。 

○事務局長（永井正治君） 議第７３号、農用地利用集積計画の決定について。農業経

営基盤強化促進法第１８条第１項により平成２３年農用地利用集積計画（案）によ

る利用権の設定等について次のとおり意見決定するものとする。平成２３年１１月

３０日提出、玉名市農業委員会会長、寺田誠一。 

別紙、農用地利用集積計画（案）のとおり、玉名市長より意見を求められており

ます。２４ページから２９ページまでの６５件の集積です。所有権移転が３件の１

万４,２７９㎡、利用権設定が６２件の１８万５,１２５㎡で、合計６５件の１９万

９,４０４㎡の集積でございます。 

（事務局より別紙調査書を個々に説明） 

農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各号の要件を満たしているものと考

え、ご提案申し上げております。よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（寺田誠一君） ただいま、事務局からの説明が終わりました。この件について、

ご意見、ご質問ございませんか。 

(なしの声) 

○議長（寺田誠一君） 他にご質問ないようですので、採決に移ります。 

農用地利用集積計画の決定について、原案どおり意見決定することに異議のない

方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（寺田誠一君） 異議がないものと認め、議第７３号は意見決定することに決定

いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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５．報 告 

○議長（寺田誠一君） 続きまして、報告第２９号より第３２号まで、事務局の説明を

求めます。 

○事務局長（永井正治君） ３０ページをお願いいたします。報告第２９号、農地の賃

貸借及び使用貸借権解約通知書について。農地法第１８条第６項の規定による合意

解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理したので報告します。平成２

３年１１月３０日提出、玉名市農業委員会会長、寺田誠一。 

今回は、２２件の解約の通知を受理しております。 

続きまして、３６ページをお願いいたします。報告第３０号、農地の形状変更届

について。下記農地の形状変更届がありましたので報告します。平成２３年１１月

３０日提出、玉名市農業委員会会長、寺田誠一。 

今回は、２件の届けを受理しております。みかん栽培のため畑として利用するも

のと、湿田で作物が作れないため、１ｍ程度盛土して畑として利用するものでござ

います。 

次に、報告第３１号、許可不要転用届について。下記のとおり許可不要転用届を

受理したので報告します。平成２３年１１月３０日提出、玉名市農業委員会会長、

寺田誠一。 

１件の届けを受理しています。届出理由が、肥料・堆肥等を置く堆肥舎を建設す

るものでございます。 

次に、報告第３２号、許可書返納届について。下記の物件は県知事許可の後に許

可書返納の届出があったので報告します。平成２３年１１月３０日提出、玉名市農

業委員会会長、寺田誠一。 

この物件は、議第７２号、２番との関連でございます。平成２３年５月に個人住

宅及び事務所建設ということで許可の申請があり、６月に許可されたものです。現

在事務所の賃貸契約により使用しておりますが、３年を超えれば解約できると思っ

ておられましたが、貸主から１０年間の契約ということで告げられ、平成２８年７

月の期間満了まで退去できないということになったため、事務所建設を断念され、

今回許可書を返納するものでございます。 

以上、報告を終わります。 

○議長（寺田誠一君） 事務局より報告がございました。この件について、ご質問ござ

いませんか。 

(なしの声) 

○議長（寺田誠一君） それでは、質問もないようですので、本日予定をしておりまし

た議案審議と報告をこれで終わります。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

６．閉 会 

○議長（寺田誠一君） 本日は慎重なるご審議誠にありがとうございました。 

これをもちまして、農業委員会総会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後３時２３分 
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以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

 

平成２３年１１月３０日 
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